
町田市下水道用地等アダプト事業のご案内 

 

◎町田市下水道用地等アダプト事業とは 

 

アダプトの申し込みをするためには、代表者を含め最低３名の登録が必要です。市民活動団体

の取り組みは、協定を結んで活動範囲・活動内容を定めた上で、可能な範囲での美化活動等をし

ていただきます。 

 

◎市からの支援について 

 

・市民活動団体には、簡易用具を貸与いたします。 

  

・花壇コンクールの登録をしていただくと苗の支給を受けることができます。 

 

・アダプト団体の活動内容を掲示する看板は、Ａ３サイズの看板 1～2枚を支給します。 

 

・ゴミの回収はボランティア袋で行っていただきます。（登録は市民センター等で行っていただき

ます。） 

 

・活動中の事故は、市が加入する「ボランティア活動災害補償制度」の対象となります。 

 

◎活動にあたっての注意事項 

 

・木を植えることは原則できません。（木は根がはって下水管を損傷することがあります） 

 

・下水・水路の施設損傷等により、工事の必要が生じた場合はアダプト範囲内であっても植栽等

を壊し工事を行う場合があります（該当団体にはその旨を事前に報告いたします）。 

 

・開始までの流れは以下のようになります。 

 

窓口での相談 → 申出書提出 → 市の審査 → 協定書の締結 → 活動開始 

 

                                お問合せ窓口 

下水道管理課 管理係  

TEL 042-724-4328 


